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１名
※日本人学生と共通の奨学金です。外国人留学生は国際教育事務室から応募してください。

推薦要項の「提出書類」に記載された応募書類等、以下の５点を提出先に提出してください。

国際教育事務室(駿河台/和泉/生田/中野)
※中野分室での提出は月、水、金のみとなります点ご注意ください。

願書　　（写真を貼付してください）　※指定様式を使用

応募資格「②スポーツに励む学生」で応募する場合は、願書の「大学での戦績（出場大会や成績）」の欄に、当該スポーツに関して、大学進学

以降の戦績（出場大会や成績）を簡潔に記載して下さい。

在留カードの写し
※裏面に記載事項がなくても、表と裏の両面のコピーを提出してください。

経費支弁者の2025年の収入に関する証明書類
※源泉徴収票または確定申告書(2025年に来日し、証明書類を提出できない場合はその旨を書式自由の文書に記載して提出してください)

作文課題　(1,000字程度)　　※指定様式を使用してPCで作成してください

［課題］は2種類あるので、どちらか一方を選択して作文してください。

学内応募については、他の奨学金との併願を認めますが、同一の学生を併給が認められない複数の奨学金には推薦

しません。

修正液や二重線による修正は一切行わないでください。

 　明治大学は、「学校法人明治大学個人情報保護方針」ならびに本学「個人情報の保護に関する規程」に基づき、日本

学生支援機構奨学金、学内奨学金、その他の学外奨学金の申請者及び保護者等関係者の個人情報（学籍異動・成

績情報を含む）を奨学金業務を適切に遂行する目的以外には使用しません。また、個人情報提供先については、法令に

遵守した形で行い、これらの目的以外に個人情報を利用しないことを約束します。

【学内選考の結果、財団へのが決定した場合に提出する書類】

特にありません。提出された書類をそのまま財団へ提出します。

なお、（2）で成績通知表を提出した場合は、成績証明書を提出していただきます。

2026年4月24日（金）17：00
事務室への提出（郵送不可）を上記期限までに行ってください。

※財団の「募集要項」に記載された応募締切日ではなく、上記の学内締切を厳守してください。

提出書類

2026年度　佐藤定雄国際奨学財団

財団が提示する応募資格を全て満たすこと。

〒101-8301　東京都千代田区神田駿河台1-1　明治大学　国際教育事務室

財団奨学金担当（03-3296-4488）isupport@meiji.ac.jp

標記財団からの推薦依頼に基づき、以下のとおり、募集します。応募に際しては必ず、募集要項等で詳細を確認してください。

応募資格

直近のGPAが、学部生で2.7以上、大学院生で3.5以上（会計専門職研究科学生のみ2.5以上）であること。ただ

し新入生はGPAの要件はありません。

応募当該年度に懲戒処分を受けていないこと。また、応募時点で懲戒処分期間中ではないこと。

応募当該年度において休学、原級、在籍原級、留籍をしていないこと。また、応募する奨学金の受給年度において休学、原

級、在籍原級、留籍の見込みがないこと。秋学期に募集するもので、秋学期に復学した者は応募可。また休学による原級は

認めることがあるので、事前に事務室に確認すること。

在留資格が「留学」であること（あるいは「留学」へ変更申請中であること）。

対象(抜粋)：「①理工系の学部に通っていること　または　②スポーツに励む学生」で「学部2年生　または　3年生」

年収要件：父母の年収合計が税込800 万円未満を目途、就学中の兄弟姉妹が本人含め3人以上の場合は、年収税込

1,000 万円未満を目途

注意事項

応募に際しては必ず、財団の「募集・推薦要項」で詳細を確認してください。

学内での応募についてはこの学内募集要項の指示にしたがってください。

不明な点がある場合には、国際教育事務室（isupport@meiji.ac.jp）へ問い合わせることとし、直接、当該財団

に問い合わせないでください。

志願者本人以外が、代理で応募書類を提出することは認めません。
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財団並びに奨学金の概要 

公益財団法人 佐藤定雄国際奨学財団 

１）財団の概要 
・名称；公益財団法人 佐藤定雄国際奨学財団 
・理事長名；佐藤 定雄 
・設立日；2016 年 7 月 26 日 
・所在地；〒222-0033 
      神奈川県横浜市港北区新横浜２－１３－６ 
      TEL; 090-6926-5386 
・URL；https://sato-isf.or.jp  
・行政庁；内閣府 

 
２）設立目的 
当財団はイリソ電子工業(株)の創業者である佐藤 定雄（佐藤定雄国際奨学財団・理事長）が

私財を投入して、2016 年 7 月 26 日に設立致しました。 
『日本全国の大学に通う理工系の学生で品行方正、成績優秀でありながら、経済的理由から

修学が困難な者に対する奨学金給付及びにスポーツに励む学生に対する奨学給付事業を行

い、もってグローバル競争に勝ち残るための人材を育成し、我が国の教育の発展に寄与する

こと』を目的として、奨学金の給付を行って参ります。 

 
３）事業実績 
2017 年度より奨学金給付事業を開始しております。2017 年度～2025 年度については、大

学の推薦を得て応募された学生について厳正な選考を行い、合計 15 名程度の奨学生が選考

され、奨学金の給付を行っております。 
 
４）事業計画《2026 年度》 
【活動内容】 
日本全国の大学に通う理工系の学生で品行方正、成績優秀でありながら、経済的理由から修

学が困難な者に対する奨学金給付及びスポーツに励む学生に対する奨学給付事業を行い、 
もってグローバル競争に勝ち残るための人材を育成し、我が国の教育の発展に寄与すること

を目的と致します。 
2026 年度に於ける奨学事業費は総額 10,800,000 円として、2025 年度以前に奨学生に選考

された約 15 名（期間 2 年）に加えまして、新たに 15 名程度の学生生徒を奨学生選考委員

会で選考の上、採用を決定次第、奨学金を下記のとおり支給致します。 
        大学生  既定   2025 年度以前奨学生 約 15 名程度〈月額 30,000 円〉 

新規選考 2026 年度奨学生 15 名程度〈月額 30,000 円〉 
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５）奨学金について 
概要；詳細は募集要項をご覧ください。 
募集スケジュール；募集開始      2026 年 4 月 20 日（月） 
         募集締め切り；   2026 年 5 月 29 日（金） 
         奨学生への決定通知；2026 年 8 月上旬～8 月中下旬 
         奨学金支給開始：  2026 年 9 月中（予定） 
 

項目 基準等 

奨学金支給対象者数 （決定済）2025 年度以前 約 15 名 

（新規） 2026 年度 15 名程度 

支給金額 月額 3 万円（給付型） 

～他の奨学金をご利用中の方も、本奨学金の利用は可能です。 

支給期間 2 年間 

支給のタイミング 初年度 4～7 月分 原則 9 月 

8 月以降は 2 ｹ月毎に 

応募資格 下記のいずれにも該当すると認められる者。学校の推薦が必要。 

① 理工系に通う学生で、品行方正、志操堅固、健康で学業成績が 

優秀であること。 

又はスポーツに励んでいる学生で、品行方正、志操堅固、健康で

スポーツ・学業成績が優秀であること。 

② 学資が豊かでないこと。 

③ 日本の大学に通う者であること。 

④ 出願する年の 4 月現在において、次の学年に在籍する者。 

大学生・・・2 年生又は 3 年生 

応募者の提出資料 ① 願書 

② 学業成績証明書 

③ 在学大学の推薦状（学長又は学部長或いはそれに相当する方） 

④ 写真 

⑤ 作文課題（日本語 1,000 字程度） 

年収基準 父母の年収合計が税込 800 万円未満を目途、就学中の兄弟姉妹が 

本人含め 3 人以上の場合は、年収税込 1,000 万円未満を目途 

 
６）問い合わせ先 

本募集並びに本財団の運営に関するお問い合わせは以下にお願い致します。 
公益財団法人 佐藤定雄国際奨学財団 事務局 松岡 秀光 
電話 090-6926-5386 

以上 
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公益財団法人 佐藤定雄国際奨学財団 

2026 年度 給付型奨学生募集要項 

趣 旨 

   公益財団法人 佐藤定雄国際奨学財団（以下、本財団という）は、日本全国の大学に通う、理工系の学生、

或いはスポーツに励む学生で、経済的理由から修学が困難な者に対する奨学金給付事業を行い、もってグロ

ーバル競争に勝ち残るための人材を育成し、我が国の教育の発展に寄与することを目的として奨学生の募集

を行います。 

 

１．2026 度 奨学生採用予定人数 

    15 名程度 

 

２．奨学金の内容 

 (1)奨学金の額（月額） 

  30,000 円／人    

  ＊本財団からの奨学金は、返済の必要はありません 

 

 (2)奨学金支給期間 

   2026 年 4 月から 2年間 

  

 (3)奨学金支給時期 

① 初年度は 4月分から 9月分までは、原則として 9月に 6ヶ月分まとめて支給いたします。 

② ①以降は、偶数月に当月分と次月分の 2ヵ月分を支給いたします。 

 

３．奨学生の応募資格 

「（１）理工系の学生」「（２）スポーツに励む」どちらかにおいて、①～⑤の全てに該当すると認められる者 

（１）理工系の学生 

① 理工系の学部に通っていること 

② 品行方正、志操堅固、健康で、学業成績が優秀であること 

③ 学資が豊かでないこと 

④ 日本の大学に通う者であること 

⑤ 出願する年の 4月現在において、次の学年に在籍する者 

大学生・・・2年生又は 3年生 

（２）スポーツに励む学生 

① スポーツに励んでいること 

② 品行方正、志操堅固、健康でスポーツ・学業成績が優秀であること 

③ 学資が豊かでないこと 

④ 日本の大学に通う者であること 

⑤ 出願する年の 4月現在において、次の学年に在籍する者 

大学生・・・2年生又は 3年生 
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注 ：以下の注記は、「（１）理工系の学生」「（２）スポーツに励む」に共通です。 

1: 過去に本財団の選考の結果不採用となった学生が、再応募することも可能です。 

2: すでに他の奨学金（給付型・貸与型を問いません）を受けている学生にも、奨学金を支給します。 

 

４．応募の手続 

（1）学校の推薦 

   奨学金の申請を行う場合は、学校の推薦（在学大学長又は所属学部長その他これに相当する者の推薦状） 

が必要です。 

 

（2）願書の提出 

所定の願書に下記の書類を添付し、学校を通して提出してください。 

   ① 学業成績証明書 

   ② 写真（最近撮影の半身脱帽のもの） 

   ③ 作文課題： (日本語 1,000 文字程度 パソコンによる作成必須) 

ア．将来世の中に貢献したいことに向けたあなたの現在の取り組み 

イ．科学技術立国日本に向けてのあなたのアクション 

注１：「ア．」「イ．」のうち、どちらか一方を選択してください。ただし、上述「３．注 1」に基

づいて再応募する場合は、前回の応募時と異なる課題を選択してください。 

なお、課題を選んだ動機・理由を作文本文に記していただく必要はありません。 

注２：作文の内容や、主張したいことなどを踏まえて、「副題」を添えてください。 

 

＊願書及び作文用のフォーマットは本財団のホームページから取得し、必ず当該フォーマットで作成して

下さい。HP URL： https://sato-isf.or.jp 

＊「３．奨学生の応募資格」「（２）スポーツに励む学生」の場合は、願書の「大学での戦績（出場大会や

成績）」の欄に、当該スポーツに関して、大学進学以降の戦績（出場大会や成績）を簡潔に記載して下

さい。「① 学業成績証明書」についても、参考のため、提出してください。 

 

５．応募の締め切り 

2026 年 5月 29 日（金）までに本財団到着でお願いします。 

 

６．奨学生の決定通知 

奨学生が決定したときは、学校及び学校経由で本人に通知します 

＊奨学生の決定は、本財団の選考委員会を経て理事会で行います。 

＊選考の経過及び決定の理由は公表致しません。 

 

７．奨学金の休止又は廃止事由 

奨学生が以下に該当するときは、奨学金の支給を停止又は打ち切ることがあります。 

（1）在学する学校において学籍を失ったとき 

（2）病気その他の理由により成業の見込みがないとき 

（3）理由なく長期にわたって欠席したとき 

（4）学業成績又は素行が甚だ不良のとき 

（5）奨学金願書（添付書類を含む）の記載事項に虚偽が発見されたとき 

（6）その他奨学生としての資格を失ったとき 
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８．奨学生の義務等 

(1) 奨学生となった者は、特段の事情が無い限り、本財団が実施する年1回程度の行事に参加して頂きます。 

(2) 2027 年 3月 31日(水)までに「学校成績表（学校指定の成績証明書）」と「作文（1年間の体験・所感・

研究成果等）」を提出してください。 

(3) 奨学生となった者は、奨学金の支給が終了した際に、無事に進級もしくは卒業（大学院への進学を含む）

したかどうか、について、メール等にて連絡してください。 

また、差し支えなければ、卒業（大学院への進学を含む）後もご連絡可能なメールアドレスをお知らせ

いただけますと幸甚に存じます。 

 

９．その他 

   ご質問がございましたら、以下までご連絡ください。 

（連絡先）Tel：090-6926-5386  Mail：matsuoka.hide@admi.iriso.co.jp 

（担当） 事務局 松岡 秀光 
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Public Interest Incorporated Foundation 
Sadao Sato International Scholarship Foundation 

Application Guidelines for the Scholarship Program Fiscal 2026 
 

Purpose 

The Sadao Sato International Scholarship Foundation (hereinafter called the “Foundation”) (Public 
Interest Incorporated Foundation) offers a scholarship program and invites applicants from 
undergraduate students in science and engineering majors or undergraduates who are dedicated to a 
sporting activity at universities in Japan who demonstrate outstanding academic records and 
personal integrity but have difficulty studying at a university for a financial reason as well as from 
students who are dedicated to a sporting activity so that the Foundation can contribute to fostering 
the talents of individuals with competitive advantage in the global economy and to educational 
development in Japan. 
 

1. Planned Number of Recipients in the Fiscal 2026  About 15 students 
 

2. Scholarship Overview 
1) Monthly amount of the scholarship 
 ¥30,000 for each recipient 

*The scholarships offered by the Foundation are awarded with no obligation of repayment 
2) Scholarship period 
 Two years from April, 2026 
3) Scholarship payments 

a. Amounts for the first four months from April to September will, in principle, be paid in 
September. 

b. For the period from August, amounts for two months will be paid every two months. 
 

3. Eligibility 
 An applicant needs to meet all of the five requirements (a. to e.) in either of the category “(1) 

undergraduate students in science and engineering majors” or of the category “(2) undergraduates 
who are dedicated to a sporting activity”.  
(1) An applicant must be;  

a. An undergraduate majoring a field related to science and engineering 
b.  An undergraduate who demonstrates personal integrity, holds to his/her principles, enjoys 

good health and possesses outstanding academic records, or an undergraduate; 
c. An individual who needs a financial aid; 
d. An undergraduate enrolled in a university in Japan; 
e. A sophomore or junior student in a university as of April 2025. 
 (i.e. a student in the second or third year as of April 2025) 

(2) An applicant must be;  
a. An undergraduate who is dedicated to a sporting activity; 
b.  An undergraduate who demonstrates personal integrity, holds to his/her principles, enjoys 

good health and possesses outstanding sporting activity as well as academic records, or an 
undergraduate; 
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c. An individual who needs a financial aid; 
d. An undergraduate enrolled in a university in Japan; 
e. A sophomore or junior student in a university as of April 2025. 
 (i.e. a student in the second or third year as of April 2025) 

The following notes are applicable both to the category (1) and the category (2); 
<Note 1> Students who have not been accepted as a result of the selection of the Foundation in the 

past may also reapply. 
<Note 2> A student who has received a financial aid including a scholarship or student loan from 

other sources may apply for the scholarship offered by the Foundation. 

 
4. Application Procedure 
1) University recommendation 
 In order to apply for the scholarship, an applicant needs to get a recommendation from his/her 

university. 
 
2) Application materials 
 An applicant must complete the designated application form and submit it with the followings 

through his/her university. 
a. Academic transcripts 
b. A photograph of yourself taken within the last six months without a hat 
c. An essay on one of the following tow topics: It must be a 1,000 character essay in 

Japanese or 350-400 words in English and typed using a computer. 
 <A> “Your current efforts toward contributing to society in the future” 

<B> “Your action for Japan as a nation of science and technology”  
Note1: Please select one of <A> <B>. However, if you are reapplying based on "3. Note 

1" above, please select a different subject from your previous application. 
Please note that you do not need to write in the body of your essay the reasons 
why you chose the subject. 

Note2: Please determine the "Subtitle" based on the content of the essay and the 
arguments you wish to make. 

 
 Note: Be sure to use the application form and essay format designated by the Foundation, 

which are available on the website of the Foundation. 
 URL: https://sato-isf.or.jp 

In case of the category 3 (2) above, please fill out the space named “Sports record at 
university (competitions and results)”. 

5. Application Deadline 
All application materials must be received by the Foundation by Friday, May 29, 2026. 
 

6. Notification of Selection Results 
When scholarship recipients are selected, the Foundation will notify the results to the schools and 
applicants. 

*Scholarship recipients will be selected by the Foundation’s selection committee, with decisions 
finalized by the Foundation’s board of directors. 
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*Any information about the selection process and reasons behind the selections will not be 
disclosed. 

 

7. Grounds for Suspension or Termination of Scholarship Support 
The Foundation may suspend or terminate a scholarship under the following specific conditions: 
1) When a recipient is no longer enrolled in his/her school; 
2) When a recipient is not expected to graduate due to illness or any other reason; 
3) When a recipient does not attend classes for an extended period without a valid reason; 
4) When a recipient fails to make satisfactory academic performance or engages in unethical 

behavior; 
5) When any information provided in the application materials is found false; 
6) When a recipient otherwise ceases to meet criteria for the scholarship. 
 

8. Obligation of Recipients, etc. 
1)  A recipient is expected to participate in events held by the Foundation and to accept an interview 

once a year.  
2)  A recipient needs to submit academic transcripts designated by school and an annual report on 

experiences, remarks or study results he/she has had for the year by March 31, 2027. 
3)  Any recipients shall notify us via email or other means once your scholarship period ends to let 

us know whether you have successfully advanced to the next grade or graduated (including 
those proceeding to master's course). 
Additionally, if possible, we would greatly appreciate it if you could provide us with an email 
address where we can contact you even after you graduate (including those proceeding to 
master's course). 

 

9. Contact Information 
The Foundation welcomes any questions at the following contact. 

Hidemitsu Matsuoka 
Phone: 090-6926-5386 
E-mail: matsuoka.hide@admi.iriso.co.jp  


